
音 楽 広 場 利 用 規 定 及 び ご 利 用 料 金 表  

 

①  音 楽 広 場 利 用 料 金  

     基 本 利 用 時 間  

時  間  料  金  

1 0 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0  ￥ 1 , 0 0 0 ／ 1 時 間  

 

     上 記 以 外 の 利 用 料 金  

時  間  料  金  

8 : 0 0 ～ 1 0 : 0 0  ￥ 2 , 0 0 0 ／ 1 時 間  

2 2 : 0 0 ～ 2 4 : 0 0  ￥ 2 , 0 0 0 ／ 1 時 間  

2 4 : 0 0 ～ 8 : 0 0  ￥ 3 , 0 0 0 ／ 1 時 間  

 

 

②  申 請 及 び 手 続 き  

1 .  申 請 は、利 用 日 の 1 年 前 から受 け付 けます。  

受 付 時 間 は原 則 1 0 : 0 0～ 2 0 : 0 0 です 。  

2 .  お申 し込 みについてはお電 話 にて空 き状 況 を ご確 認 くだ さ い 。 その際 、必

要 書 類 のご案 内 を申 し上 げます 。  

申 請 書 に必 要 事 項 を 記 入 の 上 ご 提 出 く だ さ い 。 申 請 書 提 出 時 点 で 予

約 確 定 とな ります 。  

申 請 日 から 2 週 間 以 内 に （ 基 本 利 用 料 の 5 0％ ） をお支 払 い ください 。ま

たお電 話 のみのお申 し込 みは受 け付 けてお りません。  

基 本 利 用 料 の残 金 はご利 用 日 の 3 0 日 前 までにお支 払 いください 。  

3 .  催 し物 をお申 し込 みの際 は 、その内 容 をお知 らせ く だ さ い 。 催 し物 の内 容

が④の利 用 制 限 に該 当 する場 合 は、ご利 用 をお断 りするこ とがあ ります 。  

4 .  当 日 発 生 す る 時 間 延 長 料 金 、 そ の 他 追 加 料 金 は 催 事 終 了 後 に お支

払 い ください 。  

 



③  キャンセル時 の利 用 料 還 付 について  

申 し込 み決 定 後 の利 用 取 りやめ を申 し出 た場 合 、下 記 の とお り 利 用 料 の還 付

をいたします 。  

1 .  天 災 その他 利 用 者 の責 めに帰 す る こ と ので き ない事 情 に よ り 、 利 用 で き な

かった場 合 - - - - - -利 用 料 金 の全 額 還 付  

2 .  利 用 日 の 3 0 日 前 ま で に 取 り や め を 申 し 出 た 場 合 → 利 用 料 金 の 5

割 相 当 額 を 還 付  

3 .  利 用 日 の 3 0 日 前 を 越 し て 取 り や め を 申 し 出 た 場 合 → 還 付 な し  

 

④  利 用 制 限  

下 記 の よ う な 場 合 に は 利 用 契 約 を 取 り 消 し 、音 楽 広 場 の 使 用 を お 断 り

い た し ま す 。 ま た 、 催 し 物 中 止 に よ る 損 害 賠 償 は 致 し ま せ ん 。  

1 .  公 の 秩 序 を 乱 し 、 又 は 善 良 な 風 俗 を 害 す る 恐 れ が あ る と 認 め ら

れ た と き 。  

2 .  音 市 場 の 施 設 又 は 設 備 を 損 傷 す る 恐 れ が あ る と 認 め ら れ た と き 。 

3 .  集 団 的 に 又 は 常 習 的 に 暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 う お そ れ が あ る 組

織 の 利 用 に な る と 認 め ら れ た と き 。  

4 .  管 理 運 営 に 支 障 が あ る と き 、 あ る い は 支 障 が 予 想 さ れ る と き 。  

5 .  利 用 規 定 に 基 づ く 指 示 に 従 わ な か っ た と き 。  

6 .  諸 官 庁 か ら の 中 止 命 令 が 出 た と き 。  

7 .  利 用 の 権 利 を 譲 渡 、 転 貸 し た と き 。  

8 .  当 方 の 承 諾 な し に 利 用 目 的 、 内 容 を 変 更 し た と き 。  

9 .  利 用 申 込 書 に 虚 偽 の 記 載 事 項 が あ っ た と き 。  

 

  



⑤  利 用 時 間  

1 .  基 本 利 用 時 間 は 午 前 1 0 時 入 館 ～ 午 後 1 0 時 ま で の 1 2 時 間 で す 。 

2 .  利 用 時 間 は 申 請 時 に 確 定 し て い た だ き ま す 。  

3 .  利 用 時 間 は 開 場 準 備 、 搬 入 出 な ど の 一 切 の 時 間 を 含 み ま す 。 万

が 一 延 長 し た 場 合 は 時 間 外 利 用 料 が 発 生 し ま す 。  

 

⑥  利 用 前 の 打 ち 合 わ せ  

ご 利 用 の 2 週 間 前 ま で に 、各 担 当 者 と ス ケ ジ ュ ー ル 、プ ロ グ ラ ム 、

会 場 設 営 、設 備 な ど に つ い て 詳 細 な 打 ち 合 わ せ を 行 っ て く だ さ い 。 

公 演 日 が 近 づ く ほ ど 、ご 要 望 へ の 対 応 が 難 し く な る 場 合 が あ り ま

す の で 、 ご 注 意 く だ さ い 。  

 

⑦  諸 官 庁 へ の 届 け 出  

催 し 物 の 内 容 に よ り 、所 定 の 官 庁 な ど へ 届 出 、許 可 が 必 要 で す 。 

《 申 請 不 要 》  C O 2 ・ ス モ ー ク マ シ ン 用 水 性 リ キ ッ ド  

《 申 請 必 要 》  ロ ウ ソ ク ・ お 香 ・ ス モ ー ク マ シ ン 用 油 性 リ キ ッ

ド ・ 特 殊 効 果（ 火 器 を 使 用 す る も の ）・ 煙 草（ 舞 台 上 以 外 は 許 可

さ れ ま せ ん ） 等  

 

＊  そ の 他 に 関 し ま し て は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

◎  催 事 開 催 届 ・ 火 気 、 危 険 物 許 可 申 請  

沖 縄 市 消 防 署  T E L : 0 9 8 - 9 2 9 - 1 1 9 0  

◎  警 備 な ど  

沖 縄 警 察 署  T E L : 0 9 8 - 9 3 2 - 0 1 1 0  

 

 

 

 

 



⑧  注 意 事 項  

1 .  搬 入 ・ 搬 出 は 音 楽 広 場 ス タ ッ フ と 事 前 打 ち 合 わ せ の う え 、 利 用

者 側 で 責 任 を 持 っ て 行 っ て く だ さ い 。  

2 .  持 ち 込 み パ ネ ル や 幕 類 は 防 炎 加 工 済 み の も の を ご 使 用 願 い ま す 。 

3 .  各 消 防 設 備 な ど の 機 能 を 損 な う 行 為 は 一 切 禁 止 し ま す 。  

4 .  会 場 設 備 、 関 連 設 備 、 付 帯 設 備 、 備 品 な ど を 破 損 、 紛 失 し た 場

合 は 実 費 を 申 し 受 け ま す 。  

5 .  当 方 の 事 前 承 諾 を 得 て い な い 物 品 配 布 、 販 売 、 録 音 、 撮 影 、 宣

伝 行 為 、 寄 付 行 為 、 勧 誘 行 為 な ど は 禁 止 し ま す 。  

6 .  飲 食 を 含 む 物 販 は あ ら か じ め 当 方 の 承 諾 を 受 け て 、 決 め ら れ た

場 所 に て 行 っ て く だ さ い 。 尚 、 物 販 に つ き ま し て は 基 本 的 に 売

上 の 1 0 %の 手 数 料 が 発 生 し ま す 。  

7 .  飲 食 の 販 売 に 関 し て は 、 事 前 に 保 健 所 の 許 可 を 必 ず 取 得 し て く

だ さ い 。 許 可 証 の 写 し を ご 提 出 く だ さ い 。 提 出 が な い 場 合 は 、

出 店 ・ 販 売 を お 断 り い た し ま す 。  

8 .  利 用 者 は あ ら か じ め 非 常 口 の 存 在 、 非 常 扉 の 開 け 方 を 確 認 し 、

非 常 事 に 備 え て く だ さ い 。  

9 .  入 場 受 付 、人 員 整 理 、誘 導 、会 場 警 備 、車 両 の 誘 導 、控 室 管 理 は

利 用 者 の 責 任 に お い て 対 処 し て く だ さ い 。 控 え 室 の ご み 等 は す

べ て お 持 ち 帰 り 願 い ま す 。  

1 0 . 当 方 に 責 任 の な い 不 測 の 事 態 に よ る 催 事 中 断 、 中 止 、 そ の 他 の

事 由 に よ る 損 失 は 補 償 い た し ま せ ん 。  

1 1 . 音 楽 広 場 借 用 中 に 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 で あ っ て も 、 当 方 に 故

意 若 し く は 重 過 失 の あ る 場 合 、 又 は 生 命 身 体 に 関 す る 重 大 な 被

害 が 発 生 し た 場 合 を 除 き 、 当 方 は 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

1 2 . 利 用 終 了 後 は 直 ち に 設 備 、 備 品 を 元 通 り に し 、 火 元 の 安 全 を 確

認 し 、 音 楽 広 場 ス タ ッ フ の 点 検 を 受 け て く だ さ い 。  

1 3 . 車 両 を 乗 り 入 れ る 際 は 、 タ イ ヤ の 養 生 を お 願 い い た し ま す 。  

1 4 .基 本 利 用 時 間 外 （ 0 : 0 0 ～ 1 0 : 0 0 、 2 2 : 0 0 ～ 2 4 : 0 0 ） に 利 用 す る 場 合



は 、 警 備 員 を 配 置 す る な ど 安 全 管 理 に 努 め て く だ さ い 。  

 

⑨  駐 車 場 利 用 料 金  

駐 車 場 利 用 料 金（ 一 般 ） ¥ 1 0 0 ／ 1 時 間  

注 1． 駐 車 場 内 で の 事 故 、 盗 難 等 は 当 方 で は 責 任 を 負 い ま せ ん  

注 2． 駐 車 券 の 紛 失 に つ き ま し て は 、 一 律 2 , 4 0 0 円 （ 2 4 時 間 分 ） を 徴

収 し ま す 。   

注 3 .  （ 催 事 主 催 者 及 び 関 係 者 車 両 の 駐 車 場 利 用 料 金 ） に つ い て は 、

以 下 の 内 容 で 1 0 台 ま で に 限 り 駐 車 可 能 で す 。  

 

借  用  時  間  無  料  駐  車  時  間  

1 時 間 ～ 2 時 間  6 時 間 無 料  

3 時 間 ～ 5 時 間  1 2 時 間 無 料  

6 時 間 ～  2 4 時 間 無 料  

 

※ 6 時 間 以 上 の 利 用 に つ い て 、1 1 台 目 以 降 は 1 台 に つ き 5 0 0 円 を 徴 収

い た し ま す 。  

 


